
根
本
薩
婆
多
部
律
摂

に
つ
い
て

佐

々

木

教

悟

一

義
浄

三
蔵

(
6
3
5
-
7
1
3
)

が
将
来
し
て
訳
出
し
た
律
典
は
、
す
で
に
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
ご
と
く
、
根
本
説

一
切
有
部
に
よ
つ
て
伝
持
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
『根
本
薩
婆
多
部
律
摂
』
一
四
巻
が
あ
る
。

こ
れ
は

『
根
本
説

一
切
有
部
戒
経
』
の
註
釈
に
し
て
、
そ
の
註
釈
の
概

要
な
ら
び
に
性
格
の

一
班
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
拙
稿

『
律
摂
の
経
序

(1
)

に
つ
い
て
』
の
中
で
紹
介
を
な
し
た
が
、
い
ま
叙
述
の
順
序
と
し
て
、

全
体
の
構
成
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
お
よ
そ
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
。

初
釈
波
羅
底
木
叉
経
序
-
巻

-

総
釈
学
処
-
巻

二

初

部

四
波
羅
市
迦
法
-
巻

三

第
二
部
9
十
三
僧
伽
伐
尸
沙
法
-
巻

四

口
二
不
定
法

-
巻

五

第
三
部
(
一
)
三
十
泥
薩
舐
波
逸
底
迦
法
-
巻
六
巻
七

(二)
九
十
波
逸
底
迦
法

-
巻

八

巻
十
三

第
四
部

四
波
羅
底
提
舎
尼
法

-
巻

十
四

第
五
部
(
で
)
衆
学
法

(
二
)
七
滅
謬
法

日
七
仏
略
教
法

さ
て
、
本
書
の
所
明
に
つ
い
て
は
、
総
釈
学
処
の
冒
頭
に
「
上
明
二
由

序
一彰
二説
戒
縁
起
殉
下
述
二諸
門
一指
二陳
学
処
ご

と
説
か
れ
て
い
て
、

由
序
と
し
て
十
義
を
開
け
る
も
の
、
諸
門
と
し
て
学
処
に
二
十

一
門
あ

り
と
し
て
列
挙
せ
る
も
の
の
考
察

に
よ
つ
て
把

握
す
る

こ
と
が

で
き

る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
い
う
十
義
と
は
、
初
明
二仏
所
教

二
呵
レ
不
二

総
集
二

二
不
レ
集
随
聴
、

四
供
養
法
式
、
五
正
明
二誠
勅
噛
六
誠
勅
利
益
、

七
無
誠
過
生
、
八
正
作
二
白
事

九
勧
二至
心
聴

十
浄
二其
徒
衆
一の
十

項
目
に
し
て
、
序
文
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
十
義
を
開
き
、
説
戒
の
縁

起

(
g
l
e
n
 
g
a
h
i
 
n
i
d
a
n
a
)

を
彰
わ
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
十
項

目

の
内
容
を
通
観
す
る
に
、
そ
こ
に

一
貫
し
て
流
れ
て
い
る
思
想
は
長
浄

根
本
薩
婆
多

部
律

摂

に
つ
い

て

(
佐

々
木
)

六
三
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根
本
薩
婆
多
部
律
摂

に

つ
い
て

(
佐

々
木
)

六
四

思
想
で
、
長
浄
す
な
わ
ち
褒
漉
陀

(
g
a
o
 
s
b
y
o
n
,
 
 
p
o
s
a
d
h
a
布

薩
)
の
重

要
性
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
際
に
戒
本
が
説
か
れ
る
こ
と
の
意
義

を
明
確
に
し
よ
う
と
し
た
あ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

つ
き
に
、
犯
戒

・
犯
罪
に
関
す
る
学
処
と
い
う
面
か
ら
、

つ
ぎ
の
ご

と
き
二
十

一
門
を
指
陳
す
る
。
す
な
わ
ち
、

一
犯
縁
起
処
、

二
能
犯
過

人
、
三
所
犯
之
罪
、
四
所
犯
境
事
、

五
所
由
煩
悩
、
六
制
戒
利
益
、
七

有
犯
無
犯
、
八
具
支
成
犯
、
九
生
過
之
因
、
十
釈
二罪
名
字

十

一
出
二

罪
体
性

十
二
可
治
不
可
治
、
十
三
罪
有
二遮
性

十
四
作
不
作
、
十
五

方
便
有
無
、
十
六
重
罪
、
十
七
軽
罪
、
十
八
共
相
無
差
、
十
九
出
罪
有

異
、
二
十
有
染
無
染
、
二
十

一
犯
罪
所
由
で
あ
る
。

一
一
の
学
処
に
こ

の
よ
う
な
二
十

一
門
の
有
る
こ
と
を
陳
べ
る
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も

煩
悩
に
関
連
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
第
五
所
由
の
煩
悩

の
と
こ
ろ
に

お
い
て
二
十
七
種
の
煩
悩
を
列
挙
じ
て
、
心
に
随
う
煩
悩

の
多
種
な
る

こ
と
に

つ
い
て
、
と
く
に
注
意
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
本
書
が

戒
本
の
註
釈
書
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、
上
の
ご
と
き
記
述
は
、

当
然
な
こ
と
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
が
、

そ
の
序
文
に
お
い
て
十
義
を
開

い
て
説
戒
の
意
義
を
論
じ
、
本
文
の
学
処
に
入
る
前
に
、
そ
の
学
処

(
b
s
a
h
 
g
a
h
i
,
 
 
s
i
k
s
a
p
a
d
a
)

全
体
の
総
釈

(
b
s
d
u
s
 
p
a
h
i
 
d
o
n
,
 
 
p
i
n
d
-

a
r
t
h
a
総
義
)
を
あ
た
え
て
、
罪
過
の
発
露
を
あ
げ
、
発
露
す
れ
ば
安
楽

な
り
と
し
て
清
浄

・
浬
繋

へ
の
指
向
を
宣
明
す
る
の
は
、
律
典
の
基
本

思
想
を
忠
実
に
打
ち
だ
し
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。

二

さ
て
、
義
浄
三
蔵
の
求
法
の
旅
は
六
七

一
年

か
ら
六
九
五
年
に
わ
た

つ
て
い
る
が
、
か
れ
が
こ
の
長
い
期
間
、

イ
ン
ド
お
よ
び
南
方
諸
地
域

に
お
い
て
親
し
く
見
聞
し
、
か
つ
ま
た
自
身
が
直
接
に
体
験
し
た
と
こ

ろ
の
僧
院
生
活
の
実
際
を
記
録
し
た
も
の
に

『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
四

巻
な
る
著
作
が
あ
る
。

こ
れ
は
天
授
二
年

(
六
九

一
年
)
に
、
か
れ
が

ス
マ
ト
ラ
の
シ
ュ
リ
ー
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ

(
s
r
i
v
i
j
a
y
a

室
利
仏
誓
国
)
に
滞
在

中
撰
述
し
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ

で
、
こ
の

『
寄
帰
伝
』

(2
)

は

「
凡
此
所
論
。
皆
依
二根
本
説

一
切
有
部
一
。
」

と
述

べ
る
と
こ
ろ
か
ら

も
知
ら
れ
る
ご
と
く
、
も
つ
ば
ら
根
本
説

一
切
有
部

の
律
教
に
も
と
つ

い
て
お
り
、
し
か
も
随
処
に
そ
の
当
時
に
お
け
る
中
国
仏
教

の
現
状
と

対
比
せ
し
め
て
、
自
国
の
僧
徒
の
在
り
方
に
つ
い
て
反
省
を
促
が
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て

『
律
摂
』
と

『
寄
帰
伝
』
と
は
、
双
方
と
も

に
根
本
説

一
切
有
部
の
律
教
を
伝
え
る
も
の
で
、

一
は
戒
律
の
教
条
を

中
心
に
、
他
は
戒
律
の
実
践
を
中
心
に
記
述
し

て
い
る
た
め
に
、
わ
れ

わ
れ
は
両
書
を
あ
わ
せ
用
い
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
の
当
時
行
な
わ
れ

て
い
た
根
本
説

一
切
有
部
の
仏
教
の
性
格
を
明

か
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
で
あ
る
。
と
く
に
義
浄
三
蔵
は

『
寄
帰
伝
』
を
ま
と
め
る
に
あ

た
つ
て
、
『
律
摂
』
な
ら
び
に
、
そ
の
他
の
根
本
有
部
に
属
す
る
律
典
を

参
照
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
推
定
す
る
に
難
く

は
な
い
。
と
く
に
、
そ

の
内
容
の
上
か
ら
い
つ
て
、
『律
摂
』
と

『
寄
帰
伝
』
と
は
密
接
な
関
係
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が
あ
る
と
見
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
従
来
そ
の
こ
と
に
あ
ま
り
注

意
が
は
ら
わ
れ
な
か
つ
た
の
は
い
か
な
る
理
由

に
よ

る
の
で
あ
ろ
う

か
。ち

な
み
に
、
釈
啓
峰
師
に
よ
る

『
律
摂
』
の
研
冤
が
あ
る
が
、
そ
れ

は
正
法
律
の
立
場
か
ら
、
慈
雲
の
有
部
の
十
殊
勝
を
中
心
に
、
そ
の
釈

相
を
述

べ
た
も
の
で
あ
る
。

三

『
律
摂
』
と

『
寄
帰
伝
』
と
の
対
照
表

〔事
項
〕
は
筆
者
が
か
り
そ
め
に
採
録
し
た
も
の
。

()

内
の
数
字
は
巻
数
。

〔事
項
〕

〔律
摂
〕

〔寄
帰
伝
)

十
種
饒
益
-
有

長
衣
不
分
別
学
処
第

一
(5)
-
破

夏
非
小
(1)

覆
頭
-
衆

学
法
第
十
五
圓
-
二

対
尊
之
儀
(1)

高
床

之
過
-
作

過
量
肱
学
処
第

八
十

五
(13)

三
食
坐
小
妹
(1)

残
宿

悪
触
-
食

曾
触
食

学
処
第

三
十

八
(11)

四
餐
分
浄
触
(1)

一
坐
食
-
足

食
学
処
第
三
十
四
(
1
0
)
レ

五
食
罷
去
稜
(
1
)

敬
礼
制
底
-
廻

衆
物
入
己
学
処
第
二
十
九
(7)
-
六

水
有
二
瓶
(
1
)

五
種
浄
水
-
受

用
贔
水
学
処
第
四
十

一
(
1
1

)
-
七

農
具
観
愚
(
1
)

囎
歯
木
-
不

受
食
学
処
第
三
十
九
(
1
1
)
八

朝
囎
歯
木
(
1
)

五
正
食
-
足

食
学
処
第
三
十
四
(
1
0
)
九

受
斎
軌
則
(
1
)

説
施
頒
-
非

時
食
学
処
第
三
十
七
側

十
三
資
具
衣
-
非

長
衣
不
分
別
学
処
第

一
(
5
)
一

〇
衣
食
所
須
鋤

六
物
-
廻

衆
物
入
已
学
処
第
二
十
九
(
7
)

斉
整
著
衣
-
衆

学
法
第

一
(
1
3
)
十

一
著
衣
法
式
(
2
)

訥
鉦
常
経
-
非

時
浴
学
処
第
六
十
(
1
2
)
-

十
二
尼
衣
喪
制
鋤

五
種
浄
地
-
造

大
寺
学
処
第
七
(
4
)
十

三
結
浄
地
法
図

安
居
制
法
-
預

前
求
過
後
用
雨
浴
奉

処
第
二
十
御

十
四
藁

安
嵩

鐘

陀
-
初

釈
羅

底
木
羅

序
(
1
)
全

五
随
蔑

規
図

随
意
-
預

前
求
過
後
用
雨
浴
衣
学
処
第
二
十
(
7
)

畜
匙
-
(
雑

事
巻
三
、
巻
五
)

十
六
匙
筋
合
否
(
2
)

二
種
稜
触
-
与

減
年
者
受
近
円
学
処
第
七
十
二
(
1
3
)
十
七
知
時
而
礼
(
2
)

便
利
作
法
-
(
雑

事
巻
十
六
)

十
八
便
利
之
事
(
2
)

受
戒
作
法
-
与

減
年
者
受
近
円
学
処
第
七
十
二
(
1
3
)
-
十

九
受
戒
軌
則
偶

洗
浴
法

-
非時
浴
学
処
第
六
十
(
1
2
)
-
二

十
洗
浴
随
時
(
3
)

坐
具
法
-
過

量
作
尼
師
但
那
学
処
第
八
十
七
(
1
3
)
-
二

十

一
坐
具
襯
身
(
3
)

枕
嚢
開
許

-
不

挙
敷
具
学
処
第
十
四
(
1
3
)
-
二
十
二
臥
息
方
法
(
3
)

経
行
最
勝
-
(
皮

革
事
巻
下
)

…
…
二
十
三
経
行
少
病
(
3
)

礼
敬
之
儀
-
与

減
年
者
受
近
円
学
処
第
七
十
二
(
1
3
)
-
二

十
四
礼
不
相
扶
(
3
)

師
弟
関
係
-
(
出

家
事
巻
二
)
-
二

十
五
師
資
之
道
(
3
)

客
芯
劉
迎
接
-
与
芯
劉
尼
同
道
行
学
処
第
二
十
六
(1
0
)
-
二
十
六
客
旧
相
遇
(
3
)

悪
掲
陀
薬
-
服

過
七
日
薬
学
処
第
三
十
(
8
)
-
二
十
七
先
体
病
源
(
3
)

詞
黎
勒
-
(
薬

事
巻
一
)
-
二

十
八
進
薬
方
法
(
3
)

四
依
陳
棄
-
(
雑

事
巻
十
七
)
-
二

十
九
除
其
弊
薬
(
3
)

根
本
薩
婆
多
部
律
摂
に

つ
い
て

(
佐

々
木
)

六

五
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根

本
薩
婆
多
部
律

摂
に

つ
い
て

(
佐

々
木
)
 

六
六

打
健
稚
法

-
非

時
食
学
処
第
三
十
七

列

三
十
旋
右
観
時
(
3
)

浴
像
-
(
雑

事
巻
十
二
)

…
三

十
一
灌
沐
尊
儀
(
4
)

読
諦
三
啓
経
-
壊

生
種
学
処
第
十
一
(
9
)

し

三
十
二
讃
詠
之
礼
(
4
)

杜
多
行
-
初

釈
波
羅
底
木
叉
経
序
(
1
)
-
三

十
三
尊
敬
乖
式
(
4
)

七
例
声

-
不

浄
行
学
処
第

一
(
2
)
-
三

十
四
西
方
学
法
(
4
)

進
止
威
儀
-
与

減
年
者
受
近
円
学
処
第
七
十
二
(
1
3
)
-
三

十
五
長
髪
有
無
(
4
)

亡
芯
劉
遺
品
-
廻

衆
物
入
已
学
処
第
二
十
九
(
1
7
)
-
三
十
六
亡
則
物
現
(
4
)

四
方
僧
伽
物
-
造

大
寺
学
処
第
七
(
4
)

三
十
七
受
用
僧
物
(
4
)

断
命
-
断

人
命
学
処
第
三
偶

召

三
十
八
焼
身
不
合
(
4
)

大
師
教
法
-
七

滅
浄
誘

三
十
九
傍
人
獲
罪
(
4
)

二
師
教
導
-
(
出

家
事
巻
三
)

…
四

十
古
徳
不
為
(
4
)

こ
の
対
照
表
中
、
中
段
に

(

)
を
ほ
ど
こ
し
て
、
『
律
摂
』
以
外
の

根
本
有
部
関
係

の
書
名
を
あ
げ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
し
く
そ
れ
に
該
当

す
る
も

の
が

『
律
摂
』
に
見
い
だ
さ
れ
な
い
も
の
を
示
す
。
ま
た
点
線

は
、
関
連
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
示
す
。

さ
て
、
こ
の
対
照
表
か
ら
み
て
も
ほ
ぼ
推
察
で
き
る
よ
う

に
、
『
律

摂
』
と

『
寄
帰
伝
』
と
の
あ
い
だ
に
は
き
わ
め
て
親
密
な
関
係
の
あ
る

こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
と
く
に

『
寄
帰
伝
』
が

「律
云
」
と
し
て
述
べ

る
も

の
の
中
に
、
『
律
摂
』
を
指
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
こ

と
に
注
意
し
た
い
。
も

つ
と
も

『
寄
帰
伝
』
に
あ
つ
て
は
、
『皮
革
事
』

と
か

『
百

一
鵜
磨
』
と
か
の
律
典
の
名
を
あ
げ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る

が
、
ま
た
、
た
だ
単
に

「
律
云
」
あ
る
い
は

「
如
律
」

と
し
て
そ
の
名

を
示
さ
な
い
も
の
が
多
い
。
こ
れ
ま
で
の
調
査

で
は
、
名
を
示
さ
な
い

場
合
は
す
べ
て

『
律
摂
』
を
指
す
と
は
云
え
な

い
が
、
す
く
な
く
と
も

『
寄
帰
伝
』
巻

一
受
斎
軌
則
の
条

(大
正
五
四
、
一
二
〇
中
)
の
「
律
云
」

は
、
『
律
摂
』
巻

一
〇
足
食
学
処
第
三
四
の

「
五
浦
膳
尼
」
(大
正
二
四
、

五
八
五
中
〉
を
、
『
寄
帰
伝
』
巻
三
師
資
之
道
の
条

(大
正
五
四
、二
二
二
上
)

の

「
律
云
」
は
、
同
じ
く

『
律
摂
』
巻

二
二
与
減
年
者
受
近
円
学
処
第

七
二
の

「
唯
除
五
事
」
(大
正
二
四
、
五
九
九
下
)
を
指
し
て
い
る
こ
と
は

明
か
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
も
つ
と
も
顕
著
な
関
連
性
を
示
す
も
の
は
、
『
寄
帰
伝
』

巻
四
亡
則
僧
現
の
条
の
喘
陀
南

(
u
d
d
a
n
a
)以
下
の
文

で
、
そ

こ

の
偶
頒
を
ふ
く
め
て

「
衆
物
現
前
応
分
」
ま

で
の
約
五
〇
行

の
文

(大

正
五
四
、
二
三
〇
中
第
二
行
目
よ
り
二二
二
〇
下
第
二
四
行
目
ま
で
)
は
、
割
註

の
み
を
除
い
で

『
律
摂
』
巻
七
に
お
け
る
文

(大
正
二
四
、
五
六
七
下
、

第
二
九
行
目
よ
り
五
六
八
上
、
第
二
五
行
目
ま
で
)
と
全
く
同

一
で
あ

る
こ

と
で
あ
る
。四

さ
て
『律
摂
』
は
戒
本
の
条
文
解
釈
を
そ
の
内
容
と
し
て
い
る
か
ら
、

僧
徒
に
対
す
る
お
し
え
が
中
心
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
が
、
僧
伽
を
支
え
た

一
般
在
家
の
信
徒
た
ち
に
対
す
る
お
し
え
も
数

多
く
お
り
こ
ま
れ
て
あ
り
、
出
家
と
在
家
と
の
関
係
性
の
上
で
理
解
す

べ
き
事
項
も
数
多
く
説
か
れ
て
い
る
。
そ
の
場
合
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
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ヒ
ン
ド
ゥ
教
的
社
会
に
お
け
る
仏
教
徒
と
し
て
の
立
場
の
堅
持
で
あ
ろ

う
。
『律
摂
』
の

「
衆
学
法
」
の
初
め
の
と
こ
ろ
に
、
比
丘
は
供
養
の
時

が
く

に
楽

を

作

す

べ
き

で
な

い

こ
と

(
チ

ベ
ッ
ト
訳

言
r
n
a
 
r
d
u
n
 
b
a
r
 
m
i
 
b
y
a

s
t
e
を
打

つ
こ
と
を
作
す

べ
き
で
な
い
)

さ

ら
に

三

指
点

灰

を

自

ら

の
額

上

に

お

い
て
画

い

て
三

道

を

為

す

べ
き

で
な

い

(
チ

ベ
ッ
ト
訳
b
y
u
g
 
r
i
s

g
s
u
m
 
m
i
 
b
y
a
h
o

塗
料
で
三
線
を
画
く

べ
き
で
な
い
)

と
述

べ

て

い

る

の

は
、

独

特

の
も

の

で
あ

る
。

す

な

わ

ち
、

ヒ

ン

ド

ゥ
教

の

プ

ー

ジ

ャ

ー

(
p
u
j
a
)

に
あ

つ
て

は
、

音

楽

が
奏

せ

ら
れ
、

バ

ラ

モ

ン
僧

も
自

ら

そ

の
こ

と

に
か

か

わ

り

を
も

つ
た
と

み

ら

れ
る

が
、

仏

教

に

あ

つ
て
は
そ
れ
が
し
り
ぞ
け
ら
れ
て
、
応
に
語
り
て
大
師

(釈
尊
)
を
供

養
す

べ
き
こ
と
が
お
し
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
三
指
点
灰
云
云
と
は
、

ヒ
ン
ド
ゥ
教
徒
の
徴
表

(
v
i
b
h
u
t
i
)

と
し
て
、
灰
、
栴
檀
、

サ

フ
ラ
ン

な
ど
の
塗
料
で
も

つ
て
印
づ
け
を
な
し
た
こ
と
を
指
し
、
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ

派
の
も

の
は
自
己
の
額
の
中
央
に
、
下
部
で
合口
わ
さ
つ
た
二
本
の
垂
線

(
バ
ー
ガ
ブ
タ
派
で
は
u
r
d
v
a
-
p
u
n
d
r
a

と
い
う
)
を
、
シ
ヴ
ァ
派
の
も
の

は
同
じ
く
三
本
の
横
の
線

(
t
r
i
-
p
u
n
d
r
a
)

を
画
い
た
こ
と
を
指
す
の
で

あ
ろ
う

が
、
い
ま
は
そ
の
こ
と
を
も
し
り
ぞ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
ま
た

「
七
仏
略
教
法
」

の
尸
棄
仏
の
条
に
お
い
て
、
愚
夫
は
牛

ら
く

を
殺
し

て
祠
祀
し
、
生
天

の
楽
を
求
め
る
が
、
智
者
は

(
そ
の
)
非
な

る
こ
と
を
了
し
、
其
の
見
に
随
わ
な
い
と
述
べ
る
の
は
、

ヒ
ン
ド
ゥ
教

徒
の
行
な
う
供
犠

(
y
a
j
n
)
す
な
わ
ち
生
賛
の
供
養
を
し
り
ぞ
け
て
い

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

つ
ぎ
に
バ
ラ
モ
ン
の
生
活
方
軌
と
し
て
沐
浴
潔
斎
が
重
要
な
事
項
と

し
て
か
か
げ
ら
れ
て
お
り
、
罪
を
除
く
こ
と
繊
れ
を
除
く
こ
と
が
関
心

(
4
)

事
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
『
マ
ヌ
の
法
典
』
の
よ
く
示
す
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
そ
れ
に
は
も
つ
ば
ら
宗
教
的
な
意
味
が
付
与
せ
ら
れ
て
い
た
。

し
か
る
に
仏
教
に
あ
つ
て
は
、
身
体
の
清
潔
を
む
ね
と
し
て
行
な
う
秩

序
あ
る
洗
浴
法
を
僧
徒
に
対
し
て
説
い
て
い
る
。
伽
藍
や
制
底
の
あ
る

と
こ
ろ
に
は
、
た
い
て
い
浴
池
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
月
の
八
日
、
十
五

日
に
は
授
事

(H
a
r
m
a
d
a
n
a

維
那
)
の
打

つ
捷

稚
を
合
図
に

一
斉
に
洗

浴
を
行
な
つ
た
が
、
『
律
摂
』
に
は
具
体
的
に
細
部
に
わ
た
る
指
示
が
な

さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
水
浴
の
の
ち
に
制
底

の
礼
拝
を
な
す
こ
と
、

若
し
死
屍
に
触
れ
る
が
ご
と
き
こ
と
が
あ
れ
ば
洗
浴
を
な
す
こ
と
、
そ

し
て
洗
浴
に
際
し
て
は
裸
体
に
て
な
さ
ず
必
ず

浴
裾

を
着
用
す
る

こ

と
、
ま
た
そ
の
際
に
水
中
に
小
虫
が
い
る
か
ど
う
か
、
ま
た
浴
後
に
浴

裾
に
小
虫
が
付
着
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
よ
く
調
べ
て
殺
生
罪
を
犯
さ

な
い
よ
う
に
注
意
す
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
が
、

こ
れ
ら
の
こ
と
を
通
じ

て
、
も

つ
と
も
重
要
な
事
柄
は
、
洗
浴
の
際
に
心
念
守
持
す
る
こ
と
を

お
し
え
て
い
る
点
で
あ
る
。

ち
な
み
に

『
寄
帰
伝
』
で
は
、
こ
れ
に
関
連
し
て

「
飢
沐
飽
浴
」
を

説
き
、
食
事
の
前
に
洗
浴
を
な
す
に
二
の
益
あ
り
と
し
て

「
一
則
身
体

(5
)

清
虚
無
二諸
垢
繊
殉
二
則
疾
癒
消
散
能
喰
二飲
食

こ

と
述
べ
、
全
く
合口
理

的
な
解
釈
を
与
え
て
い
る
。

つ
ぎ
に
洗
浴
に
関
連
し
て

『
律
摂
』
に
は
浴
像
の
こ
と
が
説
か
れ
て

根
本
薩
婆
多
部
律
摂

に

つ
い
て

(
佐

々
木
)

六

七
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根
本
薩
婆
多
部
律
摂

に
つ
い
て

(佐

々
木
)
 

六
八

い
る
が
、
こ
れ
は
仏
像
な
ら
び
に
仏
弟
子
像
等
の
尊
儀
を
吉
祥
水
で
も

つ
て
灌
洗
す
る
こ
と
で
あ
る
。
尊
儀
を
灌
沐
す
る

こ
と

は

「
洗
二敬
尊

(
6
)

容
殉
生
生
値
仏
之
業
。
」
と
云
わ
れ
僧
衆
自
ら
も
行
な
う
べ
き
こ
と
と
さ

れ
た
が
、
余
人
を
勧
奨
す
れ
ば
有
作
の
功
を
兼
ぬ
と
お
し
え
ら
れ
た
た

め
、

一
般
在
家
の
人
た
ち
に
勧
め
ら
れ
、
福
利
を
希
う

一
般
大
衆
の
か

か
わ
る
行
事
と
し
て
普
及
し
て
い
た
模
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
寺
庭

に
宝
蓋
を
は
り
め
ぐ
ら
し
、
香
瓶
を
用
意
し
、
銅
金
石
木
盤
上
に
金
銀

銅
石
い
ず
れ
か
の
形
像
を
安
置
し
て
栴
檀
況
水
香
木
な
ど
を
ま
ぜ
て
泥

と
な
し
た
も
の
を
塗
り
つ
け
て
磨
き
、
香
水
を
そ
そ
い
で
洗
い
、
そ
の

が
く

あ
と
で
清
浄
な
白
髭
で
摺
拭
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
か
ん
楽
人
に
よ

つ
て
音
楽
が
奏
せ
ら
れ
る
と
い
う
。
そ
の
楽
人
は
も
ち
ろ
ん
在
家
の
人

た
ち
で
あ
つ
た
。

五

さ
て
仏
教

の
庶
民
的
受
容
と
い
う
点
で
も

つ
と
も
顕
著
な
役
割
を
果

た
し
た
と
み
ら
れ
る
も
の
は
児
願

の
常
用
で
あ
ろ
う
。

こ
の
兄
願
と
い

わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
在
家
者
が
出
家
者
に
対
し
て
布
施
供
養
を
行
な

つ
た
際

に
、
出
家
者
が
偶
頗
を
唱
え
て
施
主
の
福
利
を
祈
願
す
る
こ
と

を
意
味

し
、
す
で
に
後
述
の
ご
と
く

『十
諦
律
』
に
も
出
て
い
る
か
ら
、

有
部
に
お
い
て
も
早
く
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。

『
律
摂
』
に
あ

つ
て
は
、
施
福
伽
他

(巻

一
、
大
正
二
四
、
五
二
九
上
)
、

布
施
兜
願

(巻
九
、
大
正
二
四
、
五
七
六
下
)
、
施
頒

(巻

一
一
大
正
二
四
、

五
八
六
下
)
、
兜
願
頚

(巻

二
一
、大
正
二
四
、
五
九
四
中
)
な
ど
と
種
種
な

る
言
い
方
で
偶
頒
を
唱
え
る
こ
と
が
お
し
え
ら
れ
て
い
る
が
、
偶
頗
そ

の
も
の
は
ど
こ
に
も
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く

一
般
に

よ
く
知
ら
れ
て
い
て
あ
げ
る
必
要
が
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
す
な

わ
ち
、
『
根
本
説

一
切
有
部
毘
奈
耶
』
に
は
特
欲
學
児
願

(巻
二
七
、
大
正

二
三
、
七
七
六
上
)
、
鐸
欲

學
伽
他
あ
る
い
は
福
頗
伽
他

(巻
四
四
、
大
正

二
三
、
八
六
七
下
)
、
施
類

(巻
四
三
、
大
正
二
三
、
八
六
六
上
)
な
ど
と
呼

ば
れ
て
い
て
、

つ
き
の
ご
と
き
偶
頗
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

作
二如
レ是
語
一教
二長
者
一已
。
為
二彼
長
者
一随
時
兄
願
説
二伽
他
一日

所
レ為
二布
施
一者

必
獲
二其
義
利
一

若
為
レ楽
故
施

後
必
得
二安
楽
一

如
レ是
等
頗
。
教
以
二福
利
一資
及
二存
亡
殉
普
為
二
有
情
一離
レ障
解
脱
。
為
レ
男

(
7
)

願

一已
従
レ
座
而
去
。

(8
)

こ
れ
は
食
事
を
終

つ
た
と
き
の
究
願
で
あ
る
が
、
『
四
分
律
』
に
も
、

同
様
の
偶
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
た
ん
に
有
部
系
の
仏
教
の
み
な

ら
ず
、
他
の
部
派
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

な
お

『
四
分
律
』
の
そ
こ
で
は
、
長
者
と
あ
る
の
が
檀
越
(餅
口
巷
蝕
)

と
な

つ
て
お
り
、
随
時
に
児
願
し
て
と
あ
る
の
が
応
に
達
嘲
を
説
く
べ

し
と
な
つ
て
い
る
。

こ
こ
に
い
う
達
襯
と
前
に
あ
げ
た
特
歌
馨
あ
る
い

は
鐸
歌
肇
が
と
も
に
布
施
を
意
味
す
る
語
d
a
k
s
i
n
a
,
 
 
d
a
k
k
h
i
n
a

の
音

写
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
た
が

つ
て
食
事
し
已
つ
た
と

き
の
発
願
は
施
頚
を
説
く
こ
と
で
あ

つ
た
と
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で

『
寄
帰
伝
』
に
よ
れ
ば
、
食
前
に
は
全
く
莞
願
之
法
無
し
と

い
い
、
食
後
に
お
い
て
上
座
の
長
老
が
片
水
を
も
つ
て
漉
き

つ
つ
兜
願

す
る
も

の
と
し
て
つ
き
の
ご
と
き
偶
頚
を
か
か
げ
て
い
る
。

以
二今
所
修
福
一

普
箔
二於
鬼
趣
一

食
已
免
二極
芦

捨
レ身
生
二楽
塾

菩
薩
所
二受
用
叫

無
尽
若
二虚
空
一

(
9
)

施
獲
二如
レ是
果
一
増
長
無
二休
息
一

『
寄
帰
伝
』

で
は
、
こ
の
よ
う
な
偶
頒
を
陀
那
伽
他

(
d
a
n
a
g
a
t
h
a
)

と
呼
び
、
あ
る
い
は
前
出
の
ご
と
く
特
歌
肇
伽
他
と
称
し
て
い
る
か
ら
、

そ
れ
は
ま
さ
し
く
施
頗
で
あ
る
。
そ
し
て
か
よ
う
な
施
頒
を
な
す
に
際

も
ち

し
て
、
初
は
仏
説
の
頚
を
須
い
、
後
に
は
そ
の
と
き
の
情
に
任
せ
て
、

随
時
に
適
宜
な
分
量
の
も
の
を
も
ち
い
た
む
ね
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
兜
願
が
な
さ
れ
る
と
き
に
は
、
施
主
の
名
を
あ
げ
て

そ
の
福
利
安
楽
を
願
い
、
か
つ
ま
た
現
福
を
持
し
て
廻
し
て
先
亡
の
為

に
な
す

と
い
う
も
の
で
あ
り
、
今
の
所
修
の
福
を
以
て
普
く
鬼
趣
を
箔

す
と
い
う
も
の
で
あ
つ
た
か
ら
、
そ
こ
に
は
施
餓
鬼

の
思
想
が
見
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
児
願
に
関
係
せ
し
め
て
聞
法
と
報
恩
の
二
事

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
点
が
と
く
に
注
目
さ
れ
る

(『律
摂
』
巻

二
、

非
時

食
学
処
第
三
七
)
。

さ
て
こ
こ
に
い
う
と
こ
ろ
の
一
両
の
伽
他
を
諦
念
す
る
こ
と
が
ま
た

随
喜
の
意
味
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て

二
話
し
て

お
き
た
い
。
か
の

『
雑
事
』
に
は

爾
時
世
尊

受
二
婆
羅
門
所
設
飲
食
殉
唱
二随
喜

一
已
説

二伽
他

一
日

祭
祀
火
為
レ
最

初
頗
論
中
最

入
中
王
為
レ
最

衆

流
海
為
レ
最

衆
星
月
為
レ
最

光
中
日
為
レ
最

十
方
世
界
中

凡
聖
仏
為
レ
最

所
レ
為

二布
施

一者

必
護
二
其
義
利
一

(10
)

若
為
レ楽
故
施

後
必
得
二安
楽
一

と
説
か
れ
て
い
る
が
、
三
偶
中
の
最
後
の
一
偶

は
、
前
掲

『
昆
奈
耶
』

(
1
1
)

の
兇
願
の
伽
他
で
あ
る
。
初
め
の
二
偶
は
、
『
十
諦
律
』
に
「
説
偶
兜
願
」

と
し
て
あ
げ
て
い
る
三
偶
半
の
偶
頗
と
ほ
ぼ
同
内
容
の
も
の
で
あ
る
こ

と
か
ら
か
ん
が
え
る
と
、
究
願
す
る
こ
と
が
同
様
に
随
喜
の
偶
を
唱
え

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
も
よ
う
で
あ
る
。
そ

の
随
喜

の
偶
頚
と
し
て

は
種
々
な
る
も
の
が
組
み
合
わ
せ
て
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
た
と
え

ば

『
雑
事
』
に
か
か
げ
る
と
こ
ろ
の
つ
ぎ
の
四
偶
な
ど
は
、
そ
の
模
範

的
な
タ
イ
プ
を
示
す
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。

ヘ

ヤ

も

へ

…
…
願
称

二
彼
名
一而

為
一兎

願

殉爾
時
世
尊
於
二
彼
大
臣
所
設
供
養
叩
為
二
随
喜

一

故
而
説
レ
頗
言

若

入
能

有
二浄

信
心

一

恭

敬
供
一養

於
大
衆

一

常
依

こ
大
師
真
実
語

一

則

為
二
諸
仏

一所
二称
揚

一

若
有
二
聡
明
智
慧

人

一

ト
ニ居
於
此
勝
妙

処
一

供
二養
持

戒
浄
行
者

一

復
為
宣
説
願
二
伽
陀
醐

若
合

二恭

敬
布
施

一者

応
可
三股

心
修
二
供
養

一

由
レ是

天
衆

起
二恩

慈

猶
如
三
父
母
憐

一赤
子
一

根
本
薩
婆
多

部
律
摂

に

つ
い
て

(
佐

々
木
)

六
九
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根
本
薩
婆
多
部
律
摂

に
つ
い
て

(
佐

々
木
)
 

七
○

既
蒙
三
諸
天
所
二
守
護

一

常
得

三
安
然
受
二
勝
楽

一

(
1
2
)

生
生
恒
遇
二於
善
人
一
究
寛
当
レ至
二無
為
処
一

な
お

『
寄
帰
伝
』
に
は
、
在
家
に
お
い
て
食
事
の
供
養
を
受
け
た
僧

衆
が
、

そ
の
家
庭
を
辞
去
す
る
に
際
し
て
口
口
に
娑
度

(
s
a
d
h
a

善
哉
)

と
云
い
、
兼
ね
て
阿
奴
護
柁

(
a
n
u
m
o
d
a
n
a

随
喜
)
と
唱
え
る
こ
と
は
南

海
十
洲

の
一
途
の
受
供
法
式
で
あ
る
む
ね
を
の
べ
て
い
る
か
ら
、
そ
の

こ
と
は
通
途
の
作
法
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

仏
教

の
庶
民
的
受
容
に
関
す
る
も
の
で
、
そ
の
他
に
仏
陀
大
会
、
世

尊
頂
髪
大
会
、
五
年
大
会
も
し
く
は
六
年
大
会
な
ど
の
行
事
が
あ
り
、

上
座
長
老
の
参
加
す
べ
き
も
の
と
し
て

『
律
摂
』
の
中
に
も
そ
の
記
述

が
あ
る
。
『
律
摂
』
の
中
で
さ
ら
に
気
付
く
こ
と
は
、
三
啓
経
の
読
諦
と

制
底
の
畔
贈
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
根

本
説

一
切
有
部
の
仏
教
の
特
色
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
に

(
1
3
)

つ
い
て

は
、

す

で

に
別

稿

に

お

い

て
考
察

し

た
か

ら

今

は

省

略

す

る

こ

と

に
す

る
。

註1

奥

田
慈
応
先
生
喜
寿

記
念

「
仏
教
思
想
論
集
」
九
八
七
頁
収

載
。

2

寄
帰
伝
巻

一
序
文
、

大
正
五
四
、

二
〇

六
中
。

3

釈
啓
峰

「
律
摂
序
説
」

密
教
研
究
第
六
九
号
、

同

「
律
摂
概
説
」
同
第

七

二
号
。

4

灌
沐
者

の
法

「
マ
ヌ
の
法
典
」
第
四
章
、

中
野
義
照
訳
註

一
〇
三
頁

以

下
。

5

寄
帰
伝
巻
三
、
洗
浴
随

時
、
大

正
五
四
、

二
二
〇
下
。

6

寄
帰
伝
巻
四
、
灌
沐
尊
儀
、

大
正

五
四
、

二
二
六
下
。

7

根
本
説

一
切
有
部
毘
奈
耶
巻

三
五
、
施

一
食
過
受
学
処
第
三

二
、
大
正

二
三
、
八

一
八
下
。

8

四
分
律
巻
第
四
九
、
法
腱
度

一
八
、
大
正

二
二
、
九
三
五
下
。

9

寄
帰
伝
巻

一
、
受
斎
軌
則
、

大

正
五
四
、

一
二

〇
上
。

10

雑
事
巻
三
五
、
第

八
門
第
九

子

摂

頗

之

余

説
㈱
糀
蝦
大

正
二
四
、

三
八

○
上
。

11

十
諦
律
巻

一
四
、
九
十
波
逸
提
之

六
、
与
外
道
食
戒
四
四
、
大
正

二
三
、

一
〇
〇
中
。

12

雑
事
巻
三
六
、
第

八
門
第
十
子
摂
頗
之

二
、
大
正

二
四
、

三
八
五
上
。

随
喜

に
つ
い
て
は
パ
ー
リ
律
、

小
品

第
八
儀
法
腱
度
、
南
伝
第

四
巻

三
二

四
頁
参
照
。

13

拙
稿

「
根
本
説

一
切
有
部

と
三
啓
無
常
経

に

つ
い
て
」
印
度
学
仏
教
学

研
究

一
九
-
二
。

平
川
彰
著

「
律
蔵

の
研
究
」
七
八
○
頁
参
照
。

〔
参
考
文
献
〕

根

本
薩
婆
多
部
律
摂
講
義

一
冊

写

(
高
大
)

同

講
録
三
冊
写

(
竜
大
欠
本
)

有
部
律
摂
分
科

一
巻
、

写
、

(高
大
)

有
部
律
摂
聞
書

一
巻
、

写
、

(高

大
)

薩
婆
多
部
律
摂
付
言
引
拠

一
巻
、

写
、

(
高
大
)

律
摂
考
録

一
巻
、

写
、
(
延
命
寺
)
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